
介護保険料の納入通知書・決定通知書を
７月中旬に送付します

　介護保険制度は、40歳以上の皆さんが、保険加入者（被保険者）となって保険料を納め、介護が必要
となったときには、費用の一部を支払ってサービスが利用できる制度です。
　市では、介護保険制度を適正に運営するため、３年ごとに「介護保険事業計画」を策定しており、平
成30年度は第７期計画の初年度にあたります。
　平成30年度～ 32年度の３年間で必要と推計される、給付等見込額の23％を65歳以上の皆さんにご
負担いただくため、下表のとおり、前年の収入状況や世帯内の市民税課税状況に応じて、保険料を９段
階に設定しています。

所得段階別保険料（平成30年度分）
第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階 第7段階 第8段階 第9段階

生活保護の受給
者または老齢福
祉年金受給者(市
民税世帯非課税)
もしくは世帯全
員が市民税非課
税で合計所得金
額（※）から公的年
金等に係る雑所
得を控除した額
と課税年金収入
額の合計額が80
万円以下

世帯全員が市民税非課税 本人が市民税非課税 本人が市民税課税

合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を
控除した額と課税年金収入額の合計額が

合計所得金
額 が120万
円未満

合計所得金
額 が200万
円未満

合計所得金
額 が300万
円未満

合計所得金
額 が300万
円以上

120万円
以下 120万円超 80万円以下 80万円超

基準額（年額６０，０００円）

×0.45 ×0.75 ×0.75 ×0.9 ×1.0 ×1.2 ×1.3 ×1.5 ×1.7

27,000円 45,000円 45,000円 54,000円 60,000円 72,000円 78,000円 90,000円 102,000円
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